
一
頁

○
総
務
省
令
第
五
十
九
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
設
備
規
則
及
び
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適

合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

無
線
設
備
規
則
及
び
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
の
表
六
の
項
送
信
設
備
の
欄

中
「
第
四
十
九
条
の
八
の
三
」
の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
の
十
六
（
四

（二）

七
〇

を
超
え
七
一
四

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
（
四
七
〇

MHz

MHz

MHz

を
超
え
七
一
四

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

MHz

第
四
十
九
条
の
十
六
中
「
七
七
九

を
超
え
七
八
八

以
下
及
び
七
九
七

を
超
え
八
〇
六

以
下
」
を
「
四
七
〇

を

MHz

MHz

MHz

MHz

MHz

超
え
七
一
四

以
下
又
は
一
、
二
四
〇

を
超
え
一
、
二
六
〇

以
下
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
一
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル

MHz

MHz

MHz



二
頁

ツ
」
を
「
二
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
イ
中
「
周
波
数
偏
移
が
（
±
）
四
〇

」
を
「
占
有
周
波
数
帯

kHz

幅
が
一
一
〇

」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
周
波
数
偏
移
が
（
±
）
四
〇

を
超
え
（
±
）
一
五
〇

kHz

kHz

以
内
」
を
「
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
六
〇

を
超
え
三
三
〇

以
内
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次

kHz

kHz

kHz

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
一
〇

を
超
え
一
六
〇

以
内
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で

kHz

kHz

（
±
）
七
・
五

の
周
波
数
偏
移
の
変
調
を
す
る
た
め
に
必
要
な
入
力
電
圧
よ
り
三
六
デ
シ
ベ
ル
高
い
入
力
電
圧
を

kHz

加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
五
〇
〇

離
れ
た
周
波
数
の
（
±
）
八
〇

の
帯
域
内
に
輻
射
さ

kHz

kHz

れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
九
条
の
十
六
第
八
号
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
中
「
七
七
〇

を
超
え
八
〇
六

以
下
」
を
「
四
七
〇

を
超
え
七
一
四

以
下
又
は
一
、
二

MHz

MHz

MHz

MHz

四
〇

を
超
え
一
、
二
六
〇

以
下
」
に
改
め
る
。

MHz

MHz

別
表
第
二
号
第

か
ら
第

ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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三
頁

第
1
7
か

ら
第

2
2
ま

で
削

除

第
2
3

特
定

ラ
ジ

オ
マ

イ
ク

の
陸

上
移

動
局

の
無

線
設

備
の

占
有

周
波

数
帯

幅
の

許
容

値
は

第
１

か
ら

第
４

ま
で

の
規

、

定
に

か
か

わ
ら

ず
次

の
と

お
り

指
定

す
る

こ
の

指
定

を
す

る
場

合
に

は
電

波
の

型
式

に
冠

し
て

表
示

す
る

、
。

、
。

１
周

波
数

偏
移

が
(
±

)
4
0
ｋ

Ｈ
ｚ

以
内

の
も

の
1
1
0
ｋ

Ｈ
ｚ

２
周

波
数

偏
移

が
(
±

)
4
0
ｋ

Ｈ
ｚ

を
超

え
(
±

)
6
0
ｋ

Ｈ
ｚ

以
内

の
も

の
1
6
0
ｋ

Ｈ
ｚ

３
周

波
数

偏
移

が
(
±

)
6
0
ｋ

Ｈ
ｚ

を
超

え
(
±

)
1
5
0
ｋ

Ｈ
ｚ

以
内

の
も

の
3
3
0
ｋ

Ｈ
ｚ

４
ス

テ
レ

オ
伝

送
方

式
の

も
の

2
5
0
ｋ

Ｈ
ｚ

別
表
第
二
号
第

を
削
り
、
同
表
第

の
２
を
同
表
第

と
し
、
同
表
第

中
「第

1
9
ま

で
並

び
に

第
2
1
及

び
第

2
2

」
を

24

24

24

25

「第
1
6
ま

で

」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
号

中
「

デ
ジ

タ
ル

特
定

ラ
ジ

オ
マ

イ
ク

の
陸

上
移

動
局

」
を
「
（1

,
2
4
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超

え
1
,
2
6
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

以

22

、

下
の

周
波

数
の

電
波

を
使

用
す

る
も

の
に

限
る

）

デ
ジ

タ
ル

特
定

ラ
ジ

オ
マ

イ
ク

の
陸

上
移

動
局

（1
,
2
4
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

を
超

。
、

え
1
,
2
6
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

以
下

の
周

波
数

の
電

波
を

使
用

す
る

も
の

に
限

る
）
」
に
改
め
、
同

た
だ
し
書
中
「告

示
す

る
も

の

」

。

22

の
次
に
「並

び
に

特
定

ラ
ジ

オ
マ

イ
ク

の
陸

上
移

動
局

及
び

デ
ジ

タ
ル

特
定

ラ
ジ

オ
マ

イ
ク

の
陸

上
移

動
局

の
う

ち
総

務
大



四
頁

臣
が

別
に

告
示

す
る

も
の

」
を
加
え
る
。

（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
十
二
中
「
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
」
の
下
に
「
（
一
、
二
四
〇

を
超
え
一
、
二
六
〇

以
下

MHz

MHz

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
〇
・
〇
五
ワ
ッ
ト
以
下
）
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ

ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う

。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。



五
頁

３

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る
特
定
ラ
ジ

オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
当
該
陸
上
移
動
局
の
免
許
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
り
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の

無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
変
更
の
工
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸

上
移
動
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の

二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。



六
頁

６

旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の

無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。


